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（仮称）入間市子ども・若者育成支援計画の策定について 

～入間市青少年健全育成指針（入間市元気ユースプラン）の見直し方向～ 

 

こども支援部 

１ 経緯 
（１）入間市元気ユースプラン（入間市青少年健全育成指針）の策定 

・平成１５年３月、国の「青少年育成推進要綱」並びに、埼玉県の「彩の国さいたま青少

年健全育成指針」を踏まえ、家庭・学校・地域が連携し、青少年を心身ともに健やかに

育成する指針として、生涯学習部生涯学習課において、「入間市元気ユースプラン（入

間市青少年健全育成指針）」を策定しました。 

（２）子ども・若者施策の新たな展開 

 ・国においては、平成２２年４月「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、その後、

「子ども・若者ビジョン（平成２２年７月、現在廃止）」、「子供若者育成支援推進大

綱（平成２８年２月）」が策定され、子ども・若者育成支援施策の総合的推進を図るた

めの枠組みが示されました。また、これを受けて、県においては「埼玉県青少年健全育

成・支援プラン」（平成２５～２９年度）が策定されました。（※「埼玉県青少年健全

育成・支援プラン」は、平成３０年６月に改定されています。） 

（３）青少年関連施策の方向性 

・平成２７年４月「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。本市においても、

18歳までの子ども・若者に関する総合的な計画として、「入間市次世代育成支援行動

計画」と合わせ、平成２７年度から平成３１年度までの５カ年を期間とした「入間市子

ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画に基づいて様々な事業を実施しています。 

・平成２９年度には、組織機構の見直しが行われ、こども支援部及び青少年課が設置され

ました。それに伴い、青少年教育、青少年に関する施策の事務については、教育委員会

から市長部局のこども支援部へと移行しました。 

・次期「入間市子ども・子育て支援事業計画」では、こどもの貧困対策の要素まで含めた

子どもに関する施策の総合的な計画として策定する予定であることから、青少年施策に

ついても、これまでの「入間市青少年健全育成指針（元気ユースプラン）」を踏まえ、

現在の社会環境に見合った新たな計画「（仮称）入間市子ども・若者育成支援計画」と

して再構成し、「入間市子ども・子育て支援事業計画」と調和が保たれるよう整備に取

り組みます。 

 

２ 策定趣旨 
「（仮称）入間市子ども・若者育成支援計画」については、全ての子ども・若者が健や

かに成長し、自立・活躍できる社会を目指して、子ども・若者育成支援推進法に基づき、

本市における子ども・若者の育成支援施策に関する総合的な計画として策定します。 

 

３ 位置付け 
この計画は、子ども・若者育成支援推進法第９条第２項に基づき、国の定める「子供・

若者育成支援推進大綱」及び埼玉県の定める「埼玉県青少年健全育成・支援プラン」を勘
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案しつつ、基本的には、次期「子ども・子育て支援事業計画」に一体として整備を図るこ

ととします。但し、18歳以上の概ね30歳までの青年層に対応する施策等については、別

掲することも視野に入れて計画策定に取り組みます。 

なお、現行の「入間市青少年健全育成指針（元気ユースプラン）」については内容を精

査し、「（仮称）入間市子ども・若者育成支援計画」の中で整理していきます。 

 

※参考（子ども・若者育成支援推進法） 

第９条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内

における子ども・若者育成支援についての計画（以下この条において「都道府県子ども・

若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。 

２ 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都道府県子ども・若者計画が作成されて

いるときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画（次項において

「市町村子ども・若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。 

 

４ 計画期間 
平成３２年度から平成３６年度 （2020年度～2024年度） までの５年間 

 

５ 対象者 
本プランの対象者は、おおむね30歳未満とする。 

 

６ 主な内容 ※子供若者育成支援推進大綱（平成２８年２月）の内容を基本とする。 

（１）基本的な方針（重点課題） 

 ①全ての子ども・若者の健やかな育成 

 ②困難を有する子ども・若者やその家族の支援 

 ③子ども・若者のための社会環境の整備 

 ④子ども・若者の成長を支える担い手の養成 

 ⑤創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援 

 

（２）基本的な施策（検討すべき施策） 

 ①全ての子ども・若者の健やかな育成に関する施策 

 ②困難を有する子ども・若者やその家族への支援に関する施策 

 ③子ども・若者の成長のための社会環境の整備に関する施策 

 ④子ども・若者の成長を支える担い手の養成に関する施策 

 ⑤創造的な未来を切り拓く子ども・若者の応援に関する施策 
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「（仮称）入間市子ども・若者育成支援計画」施策体系（原案） 

※現時点の担当課案であり、今後、検討段階において変更する可能性があります。 

 

〇施策目標１：明日の入間市を担う青少年の育成と自立支援 

施策方向（１）：豊かな人間性や社会性を育むための支援 

   基本施策：①多様な体験活動の推進 

         ②健康づくりの推進 

         ③読書活動の推進 

         ④道徳教育の推進 

         ⑤人権尊重の教育・啓発の推進 

施策方向（２）：社会参加及び自立への支援 

    基本施策：①勤労観・職業観の醸成 

         ②職業能力の開発・就労支援 

         ③社会的課題に対応する教育の推進 

         ④ネットリテラシー・情報モラル教育の促進 

 

〇施策目標２：困難を有する青少年への支援 

 施策方向（１）：困難な状況に応じた支援 

    基本施策：①若年無業者（ニート）やひきこもりの若者への支援 

         ②障害のある子供・若者への支援 

         ③不登校、いじめ対策 

         ④子ども・若者貧困対策 

         ⑤児童虐待防止対策 

         ⑥非行防止対策 

         ⑦特に配慮を必要とする子供・若者への支援 

         ⑧多様な機関の連携による相談・支援体制の充実 

 

〇施策目標３：青少年の健やかな成長を支える環境の整備 

 施策方向（１）：青少年を育む家庭・学校・地域の環境整備 

    基本施策：①より良い家庭環境づくりへの支援 

         ②家庭・学校・地域が連携した教育の推進 

         ③放課後の居場所や活動の場づくりの推進 

         ④地域活動の促進と気運の醸成 

 施策方向（２）：青少年を取り巻く社会環境の整備 

    基本施策：①インターネット対策 

         ②犯罪被害防止対策 

         ③交通安全対策・災害安全教育の推進 

         ④子供の権利救済・相談体制の整備 

         ⑤地域環境の整備・充実 


